
No.６２ 平成19年4月12日発行

男子

女子

計

男子

女子

計

【互選代議員の選挙】　加入員のうちから１５名選出

【選定代議員の選出】　事業主の委任により１５名選定。

【理事の選挙】 　５月１０日決定した選定・互選代議員の

　うちからそれぞれ７名選出。

【理事長の選挙】 　５月１６日決定した選定理事から選出。

【監事の選挙】 　選定・互選代議員の中から各１名選出。
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平成19年5月31日任期満了による代議員・理事などの選挙
会を次のとおり実施いたします。なお、選挙については、立候
補者が定員を超えない場合は、無投票となります。

【お願い】
当「基金情報」を 加入員の方々が閲覧いただけるよう

ご配意方お願いいたします

ホームページでもご覧いただけます
当「基金情報」をホームページに掲載しています

創刊号から直近号までご覧いただけます
加入員の方も職場や家庭でぜひお読みください

http://www.glskkn.com

任期満了による選挙会の開催

　
　中旬　政府負担金実績報告及び業務報告書の提出
  下旬　運用実績報告のヒヤリング

４月１６日 選挙公示

立候補届受付開始

５月　１日 立候補届締切

５月１０日 選挙会開催

※選定は、当基金の
設立母体である東部
硝子工業会会長およ
び当基金の理事長が
各事業主からの同意
（委任）を得て実施し
ます。

４月１０日 選定委任状発送

※４月２５日提出期限

５月１０日 選定代議員決定

※互選代議員の立候
補については、２０名
以上の推薦が必要と
なります。立候補され
る方は、当基金まで
ご連絡ください。

５月１６日 理事選挙会開催

５月２３日 理事長選挙会開催

６月４日 監事選挙会（代議員会）

平成１９年４月施行法律改正に伴う当基金の対応

平成19年4月1日に施行された法律改正に伴う当基金の対
応について、平成１９年２月１９日開催の第８７回代議員会に
おいて審議され、３月２７日厚生労働大臣あて認可申請を行
いました。規約変更の概要は次のとおりです。

１．離婚時の年金分割

○当基金においても、国と同様に離婚時の年金分割制度を
●導入します。
○国の厚生年金の分割により国の厚生年金が減額された場
●合は、基金からの年金も同様に減額となります。
○基金のプラスアルファ部分は離婚分割の対象にはなりませ
●ん。
○離婚分割の第１号改定者が当基金の加入員又は年金(待
●期者)受給権者の場合は、社会保険庁から基金宛に改定割
●合の通知が届きます。当基金では、厚生年金の代行部分
●を、その割合に応じて減額改定いたします。また、同時に当
●事者(第１号改定者)へ減額改定する旨の通知をしたうえで
●減額分の年金原資(現価相当額)を社会保険庁に移換しま
●す。これによって、第２号改定者(分割を受ける方)が、国か
●ら厚生年金として受給します。

※離婚時の年金分割の請求は社会保険事務所で行いま
● ｑ す。当基金での手続きは必要ありません。

２．年金の支給繰下げ

○当基金においても、国と同様に年金の支給繰下げ制度を導
●入します。国の老齢厚生年金を繰下げる場合は、同様に基
●金の年金の支給繰下げを行う必要があります。
○基金で繰下げをした場合は、国と同様に繰下げ開始から終
●了までの間は、年金の支給は停止されます。
○基金で繰下げをした場合は、国と同様に繰下げによる増額
●分（代行部分およびプラスアルファ部分）が基金の年金に加
●算されます。加算額は、国と同様に政令で定められた乗率
●(１月当たり０.７％、繰下げ期間（上限６０月)）により算出しま
●す。
○国の老齢厚生年金の繰下げを開始（原則６５歳時点）する時
●点および国の老齢厚生年金の繰下げを終了する時点で、
●基金あて届出する必要があります。届出がない場合は、停
●止すべき分が過払いとなり、返還いただくこととなります。
※基金の繰下げは、老齢厚生年金を繰下げした場合に行わ
●れるもので、老齢基礎年金だけの繰下げの場合、繰下げで
●きません。

○当基金においても、国と同様に７０歳以上の方の在職支給停
●止制度を導入します。当基金の支給停止対象となる方は、●
●７０歳以上で当基金の加入事業所に勤務されている方です。
(平成１４年４月以前に当基金の年金の受給権を取得されてい

●る方（原則として、昭和１７年４月１日以前生まれ）は、支給停
●止の対象とはなりません。)
○７０歳以上の方の在職支給停止は、代行部分のみで、プラス
●アルファ部分は停止しません。

３．７０歳以上の方の在職支給停止

（裏面につづく）
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13年度末 14年度末 15年度末 16年度末 17年度末 19/2末

加 9226 8989 8781 7808 7746 7,586

給 2891 2805 2739 2408 2398 2351

受 4898 5037 5274 5482 5620 5,512

年 1969 2106 2277 2437 2554 2617

信 29065 28876 28385 30394 35218 36613

国内債券 国内外国外国資産合計
第１四半期末 0.00 #### 0.00 -0.0281 -0.0326

第2四半期末 0.01 -0 0.06 0.06 -0

第3四半期末 0 0.01 0.1 0.17 0.04

19/2末 0.01 0.06 0.1 0.17 0.07

適用年月日異動区分

事業主変更 (資)浅賀硝子工業所 浅賀　和世

事　業　所　名 異動内容（新）

事業所削除 野田琺瑯㈱ 脱　　退 H19.2.19

H18.12.19

事業主変更 石井硝子㈱ 石井　愼子 H19.1.26

【　厚生年金基金　】基金用語
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加入員数（人）

信託資産額（百万円）

受給権者数（人）

年金総額（百万円）
給与総額（百万円）

昭和４１（１９６６）年に発足し、わが国の企業年金
制度の中核をなしています。具体的には、厚生年金
の一部を国に代わって支給する（代行部分）ととも
に、企業の実情に合わせて上乗せ給付を行う（プラ
スアルファ部分）ことで、従業員により手厚い老後所
得を保障しています。事業主が負担する掛金は全
額損金として扱われ、加入員が負担する掛金は社
会保険料控除の対象となるなど、公的年金と同様の
税制上の優遇措置が認められています。

　 パートの厚年適用、学生、中小は対象外に
厚パートへの厚生年金適用をめぐっては、保険料負担

の増加を嫌う業界団体やパート主婦らが反対、参議院選挙
への悪影響の懸念から自民党内部で異論がでていました。

厚労省の原案は①週の所定労働時間が２０時間以上②
賃金水準が９万８千円以上③勤務期間が１年以上のパート
を対象とし、従業員数３００人以下の中小企業については、
激変緩和のため適用を当面猶予するというものでした。自
民・公明両党では業界などに配慮し、関係団体などのヒヤリ
ングを行い、要望を踏まえたうえで、原案を次のように修正
しました。
１．適用基準については、法律に明記する。
２．対象となる賃金にはボーナスや残業代を含まない。
３．繁忙期にパートが就業調整する。
４．学生については、適用を免除する。
５．中小企業に対する適用免除期間を別途法律で定める。
５．事業主の適用逃れの防止のため、ガイドラインを作成し
　　て公正な事務手続きを促す。
６．社会保険庁改革で国民年金対策を実施。（国民年金
　　の未納・未加入問題）

与党では、この修正案を合意し、これを受け政府は、被用
者年金の一元化法案と合わせた関連法案を４月６日閣議決
定し、平成２１年９月施行をめざし、今通常国会に提出され
ました。

しかし、今国会では、社会保険庁改革関連法案を優先し
て成立させる方針で、参議院選もあり会期延長ができない
状況をふまえると、今国会での成立はむずしい状況となって
います。
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年金資産の運用状況
修正総合利回り

＜平成1８年度＞

４．受給者の申し出による年金支給停止

　　　算定基礎届等事前調査にご協力方
　　 お願いいたします

当基金における算定基礎届の提出にあたっては、手書
きもしくは自社等のコンピュータ、パソコンにて作成してい
ただいていますが、従前より事業所での事務軽減を図るた
め、手書きにて算定基礎届を作成される事業所に対し、
氏名・生年月日・現在の等級などが印字済みの用紙を配
布しています。

また、基本情報（加入員番号・氏名・生年月日等）を登録
したフロッピー・ディスクを配付し、給与データを入力して
いただいたエクセルを当方に提出いただければ、紙ベー
スもしくは社会保険事務所・健康保険組合に提出するフ
ロッピー・ディスクを作成しています。

つきましては、事前に算定基礎届等の作成方法等につ
いて希望をお聞きしたいので、５月１８日までに調査票を
提出いただきますようお願いします。基金関連・動向と状勢

主要事業の推移

○当基金においても、国と同様に受給者の申し出による年
●金支給停止制度を導入します。国の老齢厚生年金につ
●いて支給停止の申出をした方は、基金の年金（代行部分
●・プラスアルファ部分）の支給停止を申出ることができま
●す。
○当基金の年金を支給停止する時点および解除する時点
●で、基金宛届出る必要があります。
○国同様、支給停止の申出による増額はありません。

設立事業所の異動（規約変更関係等）・2月処理分


